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飯能市優良建設工事請負者表彰要綱 

                                             (平成２５年告示第２５号) 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市の発注する工事を優秀な成績で完成させた請負者を

表彰することにより、建設工事に対する意欲の高揚及び施工技術の向上を図

り、もって工事の品質の向上及び適正な施工に資することを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定

する建設工事で、本市が発注した工事をいう。 

（２） 請負者 工事を直接請け負った者のうち、建設業法第２条第３項に

規定する建設業者であって、次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 飯能市内に主たる営業所がある者（以下「市内業者」という。） 

イ 飯能市建設工事共同企業体取扱要領（平成１８年１２月２５日決裁）

に規定する経常建設共同企業体（市内業者のみで構成されるものに限

る。） 

（３） 工事成績評定点 飯能市工事成績評定要領（平成１４年２月１日決

裁）に規定する工事成績評定表の評定点合計をいう。 

（表彰） 

第３条 市長は、工事を優秀な成績で施工し、他の工事の模範となる請負者を

表彰する。 

（表彰対象部門） 

第４条 表彰対象部門は、別表に掲げるとおりとする。 

（表彰の対象となる工事） 

第５条 表彰の対象となる工事は、表彰年度の前年度（以下「表彰対象年度」

という。）に完成した工事のうち、請負金額が５００万円以上の工事であっ

て、かつ、表彰対象部門ごとに工事成績評定点で８１点以上の点数を得たも

のとする。 

（候補者の基準） 

第６条 第３条に規定する表彰の候補者となる請負者（以下「候補者」とい
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う。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 工事の契約の条件に従い、確実に履行されていること。 

（２） 工事の現場の労務管理が適正になされ、かつ、作業の安全性が確保

されていること。 

（３） 表彰対象年度に完成した工事の工事成績評定点の平均点が、表彰対

象年度に完成した工事のうち、請負金額が５００万円以上の工事の工事

成績評定点の平均点以上であること。 

（欠格事項） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、候補

者としないものとする。 

（１） 表彰対象年度の初日から表彰を実施する日までの間に、建設業法に

よる監督処分又は飯能市建設工事の請負等の契約に係る指名停止等の措

置要綱（平成１２年告示第２５号）による指名停止を受けた者 

（２） 表彰対象年度において、６５点未満の工事成績評定点の工事を施工

した者 

（３） 表彰対象年度の初日から表彰を実施する日までの間に、市税を完納

していない者 

（４） その他表彰することが適当でないと認められる者 

（候補者の推薦） 

第８条 契約検査課長は、第５条に規定する工事があるときは、飯能市優良建

設工事請負者表彰候補者推薦調書（様式第１号。以下「推薦調書」という。）

及び飯能市優良建設工事請負者表彰候補者推薦名簿（様式第２号。以下「推

薦名簿」という。）を作成し、飯能市建設工事請負指名業者資格審査会規程

（平成１２年訓令第１号）第１条に規定する飯能市建設工事請負指名業者資

格審査会（以下「審査会」という。）に推薦するものとする。 

（候補者の審査） 

第９条 候補者の審査は、審査会において行う。 

２ 審査会は、推薦調書及び推薦名簿の提出があったときは、第６条に規定す

る基準に基づき審査し、候補者を決定する。 

３ 審査会は、候補者を決定したときは、飯能市優良建設工事請負者表彰候補

者名簿（様式第３号）を作成する。 
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（審査結果の報告） 

第１０条 審査会は、審査結果を市長へ報告するものとする。 

（表彰者の決定及び通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による審査結果を参考にして、表彰しようとす

る者（以下「表彰者」という。）を決定する。 

２ 市長は、表彰者を決定したときは、飯能市優良建設工事表彰者決定通知書

（様式第４号）により表彰者に通知する。 

（表彰の方法） 

第１２条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。 

２ 表彰は、毎年１回、市長が定める日に行う。 

（表彰者の公表） 

第１３条 市長は、表彰者の名称及びその対象となった工事の概要を広報紙等

で公表するものとする。 

（庶務） 

第１４条 表彰に関する庶務は、企画総務部契約検査課において処理する。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

（別表）・（様式第１号から第４号）までを入れる。 
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様式第１号（第８条関係） 

 

 

 

       飯能市優良建設工事請負者表彰候補者推薦調書 

 

工 事 名 

 

工事場所 

 

 

請負者の住 

所及び氏名 

 

 

表 彰 該 

当 事 項 

 

推薦理由 

 

上記のとおり推薦します。 

平成  年  月  日 

飯能市長 様 

契約検査課長        印 

 

審査会処理欄 

 

審 査 会    

平成  年  月  日時  分から  時  分まで 

開催日時                

 

意  見 

 

決定事項    候補者として適当      候補者として不適当 

 

 

備  考 

 

 

注意 完成写真を添付のこと 



表彰対象部門 主たる工事

土　　 　 木 土木一式工事・舗装工事・水道施設工事

建　 　   築 建築一式工事

 電     　 気 電気工事・電気通信工事

 機      　械 機械器具設置工事・消防施設工事・清掃施設工事

そ　 の 　他 上記以外の工事

　　　　　　　　　　　　　　‐ 5 ‐

別表（第４条関係）



表彰対象部門 候補者

土　　　　木

建        築

 電        気 

 機        械 

そ   の   他

‐ 6 ‐

様式第２号（第８条関係）

飯能市優良建設工事請負者表彰候補者推薦名簿

工事成績評定点



表彰対象部門 候補者

土        木

建        築

 電        気 

 機        械 

そ   の   他

‐ 7 ‐

様式第３号（第９条関係）　　

飯能市優良建設工事請負者表彰候補者名簿

審査会意見
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様式第４号（第１１条関係） 

                         

                            文  書  番  号 

平成   年  月  日  

 

所在地 

商号又は名称 

代表者氏名         様 

 

飯能市長       印 

  

 

 

飯能市優良建設工事表彰者決定通知書 

 

 

貴社は、本市が発注した建設工事において、飯能市優良建設工事請負者表彰

要綱の規定に基づき、下記のとおり表彰することに決定いたしましたので通知

します。 

 なお、表彰状の授与式までの間に飯能市優良建設工事請負者表彰要綱第７条

に該当することが判明した場合、表彰を取り消すことがあります。 

 

 

                 記 

 

表彰対象工事 

発 注 課        

工 事 名       

工 事 場 所     

現 場 代 理 人      

主 た る 工 事     

請 負 金 額       

工事成績評定点  

    

 

１ 表彰対象部門 

 

２ 表彰状の授与日時  平成  年  月  日   時から 

 

３ 表彰状の授与会場                    
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